
 

６
月
市
議
会
報
告 

 

代
表
質
問 

会
合
や
ア
ン
ケ
ー
ト
で
頂
い
た

皆
さ
ん
の
声
を
出
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

 一
「
学
校
施
設
の
再
編
に

関
す
る
基
本
方
針
」 

文
科
省
に
手
引
き
に
反
す

る
主
な
問
題
点 

教
育
委
員
会
の
不
誠
実
な

姿
勢
を
追
及
し
ま
し
た
。 

文
科
省
は
「
理
解
や
協
力
を

得
な
が
ら
進
め
る
」 

〇
教
育
長
は
、
保
護
者
等
の
ご

意
見
を
聞
い
て
教
育
委
員
会
に

伝
え
る
。 

〇
教
育
部
長
は
、
方
針
に
更
な

る
決
定
が
さ
れ
た
ら
伝
え
る
。 

 

◆
２
人
の
違
い
と
問
題
点
。
検

討
は
、
決
定
後
で
あ
り
適
否
前

に
反
す
る
。 

  

① 

適
正
規
模
に
つ
い
て 

「
適
正
規
模
の
目
安
は
、 

弾

力
的
な
も
の
で
あ
り 

地
域
の

実
情
に
応
じ
て
き
め
細
や
か
な

分
析
に
基
づ
い
て
行
う
で
き
も

の
。
」 

問
題
点
。
鎌
田
・
志
都
美
小
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
分
析
が
行

わ
れ
た
か
。 

 

② 

再
編
・
編
成
実
施
に
関
し
、

何
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な

目
標
の
達
成
を
目
指
し
て

導
入
す
る
の
か
、
っ
設
置
者 

・
学
校
に
お
い
て
明
確
に
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。 

設
置
者
・
香
芝
市
、
教
育
委

員
会
で
な
さ
れ
て
い
な
い
教
育

論
議
を
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。 

 

   

二
、
「
公
立
保
育
所
・
幼

稚
園
の
統
廃
合
・
民
営

化
」 幼

保
再
編
方
針
は
、
ほ
と

ん
ど
の
公
立
保
育
所
・
幼
稚

園
を
統
廃
合
・
民
営
化
す
る

計
画
で
す
。
特
に
先
行
し
て

い
る
五
位
堂
幼
稚
園
・
保
育

所
の
大
規
模
化
、
統
廃
合
・

民
営
化
、
移
転
に
つ
い
て
、

頂
い
た
保
護
者
の
心
配
・
不

安
か
ら
質
問
し
ま
し
た 

 

（
公
立
保
育
所
・
幼
稚
園
民
営
化

の
背
景
） 

 

自
公
政
府
は
、
自
治
体
に
民
営

化
を
進
め
る
と
予
算
を
多
く
出
す

仕
掛
け
を
作
っ
て
い
ま
す
。 

公
立
保
育
所
は
公
務
員
と
し
て

ど
ん
な
家
庭
の
子
ど
も
で
あ
っ
て

も
受
け
入
れ
平
等
す
る
特
徴
を
持

ち
条
例
に
従
い
運
用
し
議
会
で
保

育
料
が
決
め
ら
れ
ま
す
。
民
間
で

は
、
理
事
会
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の

公
立
保
育
所
、
特
に
西
部
・
北
部

で
公
立
が
不
便
に
な
る
一
方
で
市

の
責
任
が
弱
ま
り
ま
す
。 

 ご
質
問
・
意
見
に
対
し
て 

Ｑ
１ 

幼
保
再
編
計
画
も
学
校
統
合

計
画
も
基
本
方
針
な
の

で
決
ま
っ
て
い
な
い
の

で
騒
ぐ
必
要
な
い
？ 

Ａ
１ 決

ま
っ
て
い
な
い
の
で
な

く
既
に
方
針
が
市
役
所
・
議

会
で
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
決
ま
っ
た
事
と
せ
ず

今
か
ら
で
も
保
護
者
や
地
域

の
声
を
聞
く
の
が
市
の
在
り

方
で
す
。
文
科
省
は
、
決
め

る
過
程
で
機
械
的
・
一
方
的

に
市
が
決
め
な
い
よ
う
に
と

通
達
を
出
し
て
い
ま
す
。 

も
し
決
め
ら
れ
て
い
な
い

の
で
あ
れ
ば
白
紙
に
も
で
き

る
は
ず
で
す
。 

 再
度
Ｑ
２ 

計
画
で
は
、
５
年
以
降
と
あ

「
小
学
校
・
統
廃
合
」
も

「
公
立
保
育
所
・
幼
稚
園

統
合
・
民
営
化
」 

文
科
省
の
出
し
て
い
る

再
編
・
統
合
の
手
び
き
に

反
し
て
い
る
。 

白
紙
に
戻
す
べ
き 

日
本
共
産
党
・
香
芝
市
議
会
議
員 

中
井
ま
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と
も
便
り 
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る
。
今
声
を
出
す
こ
と
は
な

い
の
で
は
？ 

Ａ
２ 計

画
の
進
行
時
期
は
、
目

安
で
す
が
、
ほ
ぼ
市
は
準
備

を
す
す
め
ま
す
。
そ
の
間
、

保
護
者
・
地
域
に
説
明
も
懇

談
も
な
さ
れ
な
い
の
は
、
先

の
文
科
省
の
通
達
や
統
廃
合

手
引
き
に
あ
る
教
育
論
議
や

保
護
者
・
市
民
不
在
で
す
。 

 

詳
細 

五
位
堂
保
育
所
・
幼
稚
園

募
集
停
止
と
民
間
委
託
化
に

つ
い
て 

 

 ①
保
護
者
・
市
民
・
職
員
へ
の

説
明
と
意
見
を
聞
く
こ
と
に
つ

い
て 

回
答
・
説
明
会
は
、
実
施
が

決
ま
り
次
第
行
う
。・
保
護
者

に
理
解
と
納
得
と
は
１
回
だ

け
に
せ
ず
蹴
り
返
し
行
う
。 

② 

入
所
に
つ
い
て 

保
育
所
に
お
い
て
入
所
で

き
な
い
待
機
児
童
を
出
さ
な

い
よ
う
に
現
在
の
入
所
児
童

数
（
保
育
所
１
２
０
人
と
幼

稚
園
２
０
人
）
よ
り
５
６
名

多
く
入
所
で
き
る
よ
う
に
す

る
。 ③

民
営
化
で
懸
念
さ
れ
る

４
点
ア
保
育
料 

イ
引
継
ぎ 

ウ
子
育
て
相
談 

エ
自
然
観

あ
る
園
庭 

ア
保
育
料
は
現
在
無
償
化
。

オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、

無
償
化
を
お
願
い
す
る
。
イ

保
育
園
と
小
学
校
の
直
接
の

引
継
ぎ
も
お
願
す
る
。
ウ
子

育
て
相
談
も
お
願
い
す
る
。

エ
新
し
い
園
庭
で
の
工
夫
を

お
願
い
す
る
。 

主
張 ア

イ
ウ
エ
全
て
（
強
制
力

な
い
）
民
間
へ
の
お
願
い
。 

 
 ④

公
立
保
育
所
が
少
な
く
な

る
問
題
、
何
故
民
営
化
か 

・
公
立
よ
り
運
営
費
・
施
設

費
が
か
か
ら
な
い
。
公
立
保

育
所
・
幼
稚
園
の
た
め
に
国

か
ら
来
る
交
付
税
（
国
か
ら

の
お
金
）
を
計
算
し
な
い
場

合
は
、
子
ど
も
に
係
る
お
金

の
差
は

1

億
⑥
千
万
円
の
差

で
あ
る
。
統
合
し
民
間
子
ど

も
園
を
つ
く
る
と
補
助
金
が

使
え
る
。 

主
張 

公
立
保
育
所
に
行
き
た
い
人

は
、
公
立
保
育
所
が
少
な
く

な
る
と
困
る
？ 

 

入
所
児
童
を
増
や
す
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
年
齢
に
合
わ
せ

た
保
育
園
だ
け
を
新
た
に
民

間
誘
致
し
て
市
の
公
有
地
を

貸
せ
ば
よ
い
の
で
は
？ 

⑤
募
集
停
止
に
係
る
問
題 

Ｒ
６
年
か
ら
か
？ 

・
子
ど
も
園
は
、
公
有
地
を

貸
し
だ
す
形
に
す
る
の
で
公

募
、
建
設
と
な
る
と
Ｒ
６
年

開
所
と
な
ら
い
か
も
。
４
筆

の
公
有
地
を
ど
う
使
う
か
は
、

ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
。 

・
幼
稚
園
３
歳
児
保
育
が
で

き
な
い
。
保
育
所
３
歳
児
以

降
の
受
け
入
れ
が
で
き
な
い
。

移
転
し
子
ど
も
園
化
す
る
。 

・
年
次
進
行
で
募
集
停
止
・

入
園
を
繰
り
返
し
入
所
で
き

な
い
子
ど
も
を
出
さ
な
い
よ

う
に
す
る
。 

 

⑥
複
合
化
と
幼
稚
園
・
保
育
所

が
場
所
移
動
す
る
こ
と
に
つ
い

て 複
合
施
設
は
、
そ
だ
て
関
係

の
施
設
を
考
え
て
い
る
の
で

大
丈
夫
と
思
う
。
安
全
性
は

配
慮
す
る
。 

 

５
、
幼
稚
園
・
保
育
所
が
民

営
化
と
子
ど
も
園
同
時
に
さ

れ
る
事
。
大
規
模
に
な
る
こ

と
に
つ
い
て
。 

２
０
０
人
を
超
え
る
子
ど

も
園
、
無
理
が
あ
る
。
全
国

で
も
民
営
化
と
子
ど
も
園
化

を
同
時
に
さ
れ
て
い
る
所
は
、

少
な
い
？ 

草
津
な
ど
の
例
も
あ
る
。 

大
規
模
で
も
大
丈
夫
と
考
え

る
。 

主
張 

全
国
多
く
の
保
育
所
の
事
故

は
、
民
間
が
多
く
、
ま
た
目

が
行
き
届
か
な
い
た
め
に
起

こ
っ
て
い
ま
す
。
保
護
者
は
、

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を

願
っ
て
お
り
行
き
届
い
た
保

育
を
望
ま
れ
て
い
る
は
ず
で

逆
行
し
て
い
ま
す
。 

 

⑦
市
場
調
査
業
務
委
託
に
つ
い

て 

新
子
ど
も
園
に
入
る
子
育

て
関
係
の
施
設
に
、
何
が
良

い
の
か
を
調
査
さ
せ
て
い
る
。

報
告
７
月
末
に
あ
る
予
定  


